
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第第４４章章  ままちちづづくくりり構構想想                                  

 

本章では、前章に示したまちづくりの将

来像をふまえ、土地利用及び都市施設整

備の観点からまちづくりの方針を定め、

全体構想をまとめます。 
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４４..１１  土土地地利利用用計計画画  

44..11..11  土土地地利利用用のの基基本本方方針針 

 

     

 

 

§§基基本本方方針針１１  

  

                    

  

  

  

  

  

  

§§基基本本方方針針２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§§基基本本方方針針３３  

  

今後 20 年程度先を見据えた土地利用の基本的な方針として、次の３つを定

めます。 

  

  

  

第４章 まちづくり構想                   

              商商工工業業･･観観光光のの振振興興               

安安曇曇野野ななららででははのの資資源源やや環環境境をを活活かかしし、、働働ききななががららもも･･訪訪れれてて

もも、、心心安安ららぎぎ･･楽楽ししめめるる場場ととししてて、、良良好好なな景景観観やや環環境境ととのの調調和和をを図図

りりななががらら新新たたなな産産業業をを呼呼びび込込みみ、、商商工工業業とともも連連携携をを図図りりななががらら、、

自自然然やや歴歴史史･･文文化化にに加加ええてて、、地地域域にに根根差差ししたた暮暮ららししやや産産業業そそののもものの

をを観観光光のの魅魅力力ににででききるる土土地地利利用用のの展展開開をを図図りりまますす。。  

。。  

          良良好好なな住住環環境境のの形形成成･･育育成成           

安安曇曇野野のの美美ししいい景景色色、、おおいいししいい水水やや空空気気をを育育むむ環環境境をを大大切切ににしし

ななががらら、、都都市市のの安安全全性性やや利利便便性性、、快快適適性性をを享享受受ででききるる良良好好なな住住環環

境境ををつつくくりり、、守守りり、、地地域域ココミミュュニニテティィのの力力をを保保ちち、、活活かかししてて、、よよ

りりよよいい住住環環境境のの育育成成をを図図りりまますす。。  

                農農地地やや森森林林のの保保全全               

安安曇曇野野のの魅魅力力ででああるる田田園園やや里里山山ののよよささをを守守りり継継ぐぐたためめ、、厳厳ししいい

農農林林業業情情勢勢ももふふままええつつつつ、、多多面面的的機機能能をを有有すするる農農地地やや森森林林をを保保全全

しし、、無無秩秩序序なな転転用用やや不不適適正正なな開開発発をを防防ぐぐととととももにに、、適適正正なな管管理理とと

有有効効活活用用をを通通じじてて、、荒荒廃廃農農地地･･森森林林のの発発生生防防止止とと解解消消をを図図りりまますす。。  
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44..11..22  土土地地利利用用種種別別のの誘誘導導方方針針

前章に示すまちづくりの基本構造と前述の土地利用の３つの基本方針をふ

まえ、主な都市的土地利用について、それぞれの誘導方針を定めます。 
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§§１１．．住住宅宅系系用用途途のの誘誘導導方方針針 

 用途の混在等により、住環境の悪化を招かないよう、計画的かつ適切な立

地誘導を図りながら、都市的な利便性や快適性を享受できる市街地に住宅

系用途の集約を進めます。 
 

 駅や計画的に整備された住宅団地等を核とした比較的規模の大きな集落で

は、できる限り集落内部への宅地誘導を図り、また、空き家を含む既存の

住宅用地や集落内部にある空き地等の低未利用地の活用を重視すること

で、田園地帯への宅地の無秩序な拡散を抑制し、既存のまとまりを維持し

ます。 
 

 田園地帯における新たな宅地は、良好な田園景観や営農環境に悪影響を及

ぼさないよう、一定のまとまりを有する集落内又はその縁辺部に限定して

受け入れていきます。これにより、既存の集落コミュニティの維持･継承を

図るとともに、宅地の拡散を防ぎ、不効率な都市施設整備を回避します。

また、建物の低層化や敷地内の緑化を促し、周囲の環境の保全や景観との

調和を図ります。 
 

 山麓や山間部の森林地帯では、良質な樹林の保全や土砂災害等の危険性に

十分配慮しながら、静けさや保養的な環境を乱さない住宅等に限定して開

発を受け入れていきます。 

 

既存市街･集落周辺への集約重視のまちづくりの方向性をふまえ、将来の住

宅系用途の誘導方針を次のとおり定めます。 

●新新たたなな住住宅宅はは、、都都市市機機能能のの集集積積すするる市市街街やや規規模模のの大大ききなな集集落落等等にに誘誘導導をを図図

るるここととにによよっってて、、既既存存のの都都市市基基盤盤やや低低未未利利用用地地をを有有効効にに活活用用ししななががらら、、利利

便便性性とと快快適適性性のの高高いい住住環環境境のの形形成成をを促促ししまますす。。  

 

●田田園園地地帯帯やや山山麓麓･･山山間間部部のの森森林林地地帯帯ににおおいいててはは、、良良好好なな環環境境ととのの調調和和やや災災

害害にに対対すするる安安全全性性をを十十分分考考慮慮しし、、住住宅宅立立地地ののルルーールルにに則則っったたももののにに限限定定しし

てて受受けけ入入れれ、、多多様様ななラライイフフススタタイイルルやや居居住住ののニニーーズズへへのの対対応応をを図図りりまますす。。  

 
〔計画的に誘導すべきもの〕 

 

 

 

 

 

 

〔〔抑抑制制・・制制限限すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

  

〔〔計計画画的的にに誘誘導導すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

農地の真ん中や、既存の市街･集

落の縁辺部や沿道に延びていく無

秩序な住宅開発 

１戸当たりの敷地面積が広く、建

物周りが緑化され、周囲の景観や

環境との調和のとれた住宅開発   
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旧旧町町のの中中心心市市街街  

へへのの住住宅宅のの集集約約 

新新興興住住宅宅地地へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

旧旧村村のの中中心心市市街街  

へへのの住住宅宅のの集集約約 

旧旧村村のの中中心心市市街街  

へへのの住住宅宅のの集集約約 

旧旧町町のの中中心心市市街街  

へへのの住住宅宅のの集集約約 

旧旧町町のの中中心心市市街街  

へへのの住住宅宅のの集集約約 

大大規規模模集集落落へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

大大規規模模集集落落へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

駅駅付付近近へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

新新興興住住宅宅地地へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

新新興興住住宅宅地地へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

駅駅付付近近へへのの  

住住宅宅のの集集約約 

集約優先度

の高いエリア 

田園環境エリア 

森林環境エリア 

西山山麓 

東山山麓･山間部 

山岳 

図 住宅系用途の誘導方針 
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§§２２．．商商業業･･観観光光系系用用途途のの誘誘導導方方針針 

既存市街･集落周辺への集約重視のまちづくりの方向性をふまえ、将来の商

業･観光系用途の誘導方針を次のとおり定めます。 

●一一定定のの都都市市機機能能をを有有すするる市市街街地地ににはは、、買買いい物物のの利利便便性性やや魅魅力力をを高高めめるる商商業業

施施設設のの誘誘導導をを図図るるととととももにに、、各各地地域域･･地地区区のの歴歴史史･･文文化化をを活活かかししてて、、歩歩いいてて

楽楽ししめめるる空空間間整整備備をを図図りり、、快快適適でで魅魅力力ああるる賑賑わわいいのの場場のの形形成成をを促促ししまますす。。 

 

●新新たたなな商商業業･･観観光光施施設設はは、、市市街街地地やや集集落落のの規規模模、、そそれれぞぞれれのの場場のの特特性性にに応応

じじたた適適正正なな規規模模･･用用途途でで、、かかつつ、、適適切切なな場場所所にに立立地地誘誘導導をを図図りりまますす。。  

〔〔計計画画的的にに誘誘導導すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

〔〔抑抑制制・・制制限限すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

  

地域住民への十分な情報提供や

話し合いの機会がなく、まちづくりの

考えにも合わない大規模開発 

沿道のにぎわいを生み出し、商店

街や市街地としての魅力を高める

開発や空間整備  

 駅周辺や幹線沿道で空洞化の進む市街地では、歩道の拡幅や自転車道の整

備、緑化、無電柱化等の都市基盤整備とともに、蔵造りの建物等歴史的･文

化的資源や、空き店舗や空き地等の低未利用地を活かしながら魅力的な個

店の誘導を図り、歩いて楽しむことができる空間づくりを進めます。 
 

 大型店や飲食店の立ち並ぶ郊外の幹線沿道は、無秩序な延伸の抑制を図り、

空き店舗等も活用して既存の集積を維持するとともに、建物や看板の景観

的な配慮や沿道の緑化等を促し、統一感のある街並み形成を図ります。 
 

 広域的な集客を見込む規模の大きな施設の立地は、周辺住民への事前の説

明や意向の反映を図るとともに、営農環境や自然環境、住環境、景観等に

配慮し、都市基盤の整備状況等をふまえ、個々に的確な立地判断を行える

しくみでの対応を継続します。特にスーパーマーケットなど居住誘導を促

す可能性のある施設は、既存の市街地や大規模な集落内又はその周辺部に

立地することを基本とします。 

 

 日常生活で身近に必要な店舗については、各地域･地区の特性や居住形態を

ふまえ、相互に機能を補完し合いながら、適正な規模で、かつ、配置のバ

ランスのとれた誘導を図るとともに、郊外の良好な環境や景観を阻害する

ような店舗の立地は抑制していきます。 

 

 西山山麓部の観光資源が集積するエリアでは、良好な森林環境を維持しな

がら、ニーズに応じ、保養地としての魅力向上に資する商業施設の適切な

立地誘導を図ります。 
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一一定定区区間間内内にに  

集集積積すするる沿沿道道商商業業  

施施設設のの魅魅力力形形成成  

飲飲食食店店舗舗をを主主ととししたた  

沿沿道道商商業業地地のの魅魅力力形形成成  

（（安安曇曇野野 II..CC..とと豊豊科科市市街街のの区区間間））  

観観光光利利用用にに資資すするる商商業業店店舗舗  

のの沿沿道道へへのの適適切切なな立立地地誘誘導導 

大大型型店店舗舗ををははじじめめ  

多多様様なな店店舗舗がが林林立立すするる  

沿沿道道商商業業地地のの魅魅力力形形成成  

駅駅周周辺辺ににおおけけるる  

商商業業機機能能のの強強化化  

駅駅周周辺辺･･国国道道沿沿道道のの  

商商業業地地のの賑賑わわいい創創出出  

森森林林環環境境にに調調和和すするる  

保保養養･･宿宿泊泊施施設設のの立立地地誘誘導導 

大大規規模模店店舗舗をを  

核核ととししたた商商業業集集積積  

商商業業施施設設のの集集積積すするる  

旧旧商商店店街街のの魅魅力力再再生生  

蔵蔵造造りりのの建建物物やや神神社社等等  

歴歴史史･･文文化化のの活活用用ししたた  

旧旧商商店店街街のの魅魅力力形形成成  

大大規規模模店店舗舗をを核核ととししてて  

松松本本市市側側のの沿沿道道店店舗舗とと

一一体体的的なな商商業業地地形形成成  

田園環境エリア 

森林環境エリア 

西山山麓 

東山山麓･山間部 

山岳 

図 商業･観光系用途の誘導方針 

不足する商業機能は 

各地域間で相互に補完 
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§§３３．．工工業業系系用用途途のの誘誘導導方方針針 

 

 新たな工場等の事業所用地は、計画的に整備された既存の産業団地や工業

団地等の産業集積地内への誘導を優先します。また、必要に応じて、良好

な景観や営農環境と調和のとれる範囲で既存の工場等の周辺部に拡張する

ことを基本とし、既存の都市基盤を有効活用した集約を図ります。 
 

 景観上･生活環境上支障のない場合にあっては、循環軸や基幹軸等に位置付

けられる幹線道路を、新たな事業所用地の誘導を図る際の有用な都市基盤

として活用します。 
 

 規模の大きな工場の立地や拡張については、良好な自然環境や営農環境、

住環境、景観等に十分配慮し、周辺住民への適切な情報開示による理解の

もとに、適正な誘導を図ります。 
 

 郊外における個人経営の小規模な工場等については、必要に応じ、適正な

立地誘導を図る一方で、廃棄物や資材の野積み等で周囲の環境や景観にな

じまない土地利用を抑制します。 
 

 高速道路 I.C.からのアクセスが容易な場所に市街地や田園環境、森林環境

が広がっていますが、周囲の環境や景観と調和の図れる範囲において、新

たな産業立地を受け入れていきます。 
 

 湧水や地下水等地域資源の有効活用を図る一方で、資源の枯渇や環境の悪

化等を招かないよう、適正な産業立地や、事業所による適正利用と必要な

保全措置を促します。 

既存市街･集落周辺への集約重視のまちづくりの方向性をふまえ、将来の工

業系用途の誘導方針を次のとおり定めます。 

●新新たたなな工工場場等等はは、、一一定定のの都都市市基基盤盤がが整整うう産産業業集集積積地地等等へへのの誘誘導導をを重重視視しし、、

いいままああるる都都市市基基盤盤のの有有効効活活用用とと良良好好なな環環境境やや景景観観ととのの調調和和をを図図りりななががらら、、

新新たたなな雇雇用用をを生生みみ出出すす工工業業のの継継続続的的なな発発展展をを促促ししまますす。。  

 

●社社会会情情勢勢やや産産業業構構造造がが常常にに変変化化すするるななかかににああっってて、、事事業業者者のの多多様様ななニニーーズズ

ををふふままええななががらら、、本本市市のの良良好好なな環環境境やや地地域域資資源源、、都都市市基基盤盤をを有有効効にに活活用用でで

ききるる産産業業立立地地にに対対しし、、迅迅速速かかつつ適適正正なな対対応応をを図図りりまますす。。  

〔〔計計画画的的にに誘誘導導すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

〔〔抑抑制制・・制制限限すすべべききもものの〕〕  

  

  

  

  

  

  

  

既存の都市基盤を有効に活用で

きる工業団地等適正な場所にお

ける新たな産業用地の整備 

廃棄物の野積み等、土地の荒廃

や周辺環境に悪影響を及ぼす行

為や開発 
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梓梓川川ススママーートト II..CC..  

ととのの近近接接性性  

（（ああづづみみ野野産産業業団団地地）） 

広広幅幅員員でで整整備備さされれたた  

アアククセセスス道道路路のの活活用用  

（（三三田田工工業業団団地地）） 

 

市市街街地地ととのの近近接接性性  

･･眺眺望望景景観観へへのの配配慮慮  

（（烏烏川川工工業業団団地地）） 

比比較較的的高高層層なな施施設設ででもも景景観観  

へへのの影影響響がが少少なないい立立地地条条件件  

（（明明科科工工場場団団地地）） 

 

安安曇曇野野 II..CC..へへのの接接続続ののよよささ  

･･堤堤防防道道路路かかららのの  

眺眺望望景景観観へへのの配配慮慮  

（（青青木木花花見見･･島島新新田田産産業業団団地地）） 

既既存存のの都都市市基基盤盤  

をを活活かかししたた集集約約  

（（黒黒沢沢工工業業団団地地）） 

 

田園環境エリア 

森林環境エリア 

西山山麓 

東山山麓･山間部 

山岳 

図 工業系用途の誘導方針 



4-10 

４４..２２  都都市市施施設設整整備備計計画画  

44..22..11  都都市市施施設設整整備備のの基基本本方方針針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.１に示した土地利用計画をふまえて、今後の都市施設整備における基本

方針を定め、主な分野の重点的な取り組みを整理します。 

暮
ら
し
や
す
さ
の
魅
力
を
高
め
、
産
業
の
発
展
を
支
え
る
都
市
施
設
整
備 
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※ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、身体的状

況、国籍、言語、文化、知識、経験等の違いに関係

なく、誰もが使いやすく、わかりやすく、使い方の

間違いが少ないデザインのことをいいます。 



4-12 

44..22..22  分分野野別別のの取取りり組組みみのの具具体体的的なな方方向向性性 

 

 

 

 

§§１１．．道道路路網網･･交交通通体体系系のの構構築築 

 

 
●●  質質のの高高いい道道路路網網のの構構築築  

基基幹幹軸軸ととななるる道道路路機機能能をを強強化化しし、、日日常常生生活活やや観観光光のの安安全全性性･･利利便便性性･･快快適適

性性をを担担保保しし、、物物流流のの円円滑滑化化にに資資すするる質質のの高高いい道道路路網網のの構構築築をを図図りりまますす。。  

 
① まちづくりの骨格となる基幹軸の幹線道路の整備促進 

・南北･東西の基幹軸（とくに循

環軸）として位置づけられた既

存道路の改良（東西の基幹軸と

なる路線については鉄道との

立体交差化の検討も含む） 

・災害時対応や産業･観光振興な

ど、南北･東西の基幹軸（とく

に南北軸の一つである松本糸

魚川連絡道路）の機能強化や補

完に資する道路の新設･改良 

 

② 都市計画道路の見直しと整備 

・検証･検討が実施された都市計

画道路の変更･決定 

・未整備計画道路の新設･改良 

・新規に整備される予定の松本糸

魚川連絡道路の都市計画決定

の促進 

 

③ 安全に通行できる歩道や自転

車道の整備 

〇通行量や利用形態をふまえた

整備優先度の明確化 

 

〇利用形態に応じた整備 

・車道両側への歩道の設置･拡幅、必要十分な道路幅員の確保 

・車道との段差等路面の凹凸の解消（バリアフリー化） 

・連続性の確保（途中で分断されている箇所の解消） 

・歩行者と自転車との通行帯の分離（自転車専用道の設置） 

 

④ 混雑する交差点の改良 

・信号機の現示改良（時差式から矢印式、歩車分離式等への転換） 

・右折レーンの設置（右折車待ち渋滞の解消） 

・複雑･変則的な道路交差の改善 

都市施設整備の基本方針をふまえ、分野別の方針に沿って、それぞれ重点

化すべき取り組みの具体的な方向性を示します。 

東西軸 南北軸 

循環軸 東西基幹軸 

上記以外の県道 

図 幹線道路の整備優先度の検討図 

南北基幹軸 

一定の整備水準が求められる既存の路線 

新たに整備する必要性の高い路線 

都市計画道路の集積するエリア（次ページ参照） 
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△町西線 

△公園線 

△三枚橋線（一部） 

 

△吉野線 

△町東線（一部） 

東西の中央基幹軸を構成する
幹線道路で、中心市街地を回
避して東西の行き来ができ、
国営アルプスあづみの公園に
も通じる道路として、災害対
応や観光振興の観点から、中
長期的に整備の検討が必要と
考えられる区間 

↓ 

詳細な調査を要する路線候補 

△：路線名 

 

図 都市計画道路の見直し検討図 

本庁舎 

交通が集中しないよう
接続方法の工夫が必要
と考えられる箇所 

※現在の幅員が、計画幅員の

２/３以上ある道路のこと。 

※ 
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 ⑤ 狭隘な生活道路における通過交通の流入回避 

・既存道路の拡幅や代替路の整備 

・すれ違いの困難な大型車の迂回路への適切な誘導 

 

⑥ 円滑に通行できる物流経路の確保 

〇高速道路 I.C.と主な工業集積地を効率的に結ぶ物流経路の設定 

・市街地内の通過と交差点における右折の回避 

・既存道路の有効活用 

・沿道の生活環境への配慮 

 

○物流経路となる道路の走行性能の向上につながる整備 

・大型車が安全に通行できる十分な幅員の確保 

・右折レーンの設置、十分な長さの右折レーンの確保 

・鉄道との立体交差化 

・橋梁の耐震性能、耐荷性能の強化 

 

大型車が円滑に通行で
きるよう鉄道との立体
交差化が望まれる箇所 

高速道路 I.C.と主な

工業集積地を効率

的に結ぶ物流路線 

図 高速道路 I.C.を起点とする物流ネットワーク検討図 

市街地や混雑箇所を回
避できるよう道路新設
の必要性が高い路線 
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●●  広広域域交交通通ののネネッットトワワーークク機機能能のの強強化化  

産産業業のの振振興興やや観観光光等等にによよるる交交流流のの促促進進等等にに資資すするる都都市市間間のの移移動動円円滑滑化化にに

向向けけてて、、広広域域交交通通ののネネッットトワワーークク機機能能のの強強化化をを図図りりまますす。。  

 
① 高規格道路から市内へのアクセス道路の整備･要望 

・長野自動車道から大北方面に通じる高規格道路（松本糸魚川連絡道路）の

整備促進 

・東京方面とを結ぶ新幹線駅のある東信方面に通じる高規格道路（松本佐久

連絡道路）の整備計画の具体化促進 

 

② 鉄道による大都市圏との接続性の改善 

・松本駅における中央線特急と大糸線との接続、長野駅における北陸新幹線

と篠ノ井線との接続の改善（待ち時間の短縮、終電との接続）の働きかけ 

・市内の主要駅に乗り入れる特急増発の働きかけ 

 

③ 空港への利便性の高い交通アクセスの確保 

・信州まつもと空港への利便性の高い交通アクセスの確保に向けた検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 大都市圏との現行の鉄道アクセス 

信濃大町

方面 

約 10 分 

約 7 分 約 6 分 

約 5 分 

約 2 時間 30 分 

約 2 時間 約 15 分 

JR 特急しなの 

JR 特急あずさ 

安
曇
追
分 

有
明 

一
日
市
場 

穂 

高 

豊 

科 中
萱 

南
豊
科 

柏
矢
町 

梓
橋 

JR 新幹線かがやき 

約 1 時間 30 分 

約 40 分 

JR 特急しなの 

田 

沢 

明 

科 

松 

本 
名
古
屋 

新 

宿 長 

野 東 

京 

大都市圏からのアクセスルート 

図 広域交通網図 
※資料：長野県都市計画ビジョン 
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●●  公公共共交交通通のの利利便便性性のの向向上上  

地地域域ののニニーーズズをを捉捉ええてて、、鉄鉄道道ややババスス等等公公共共交交通通のの利利便便性性のの向向上上をを図図りり、、公公

共共交交通通のの利利用用をを促促進進ししまますす。。 

① 鉄道利用の促進 

○駅周辺の施設の整備･改良 

・駅周辺における駐輪場、駐車場の整備（パーク&ライドの促進） 

・東西通路（場所によっては地下式）等鉄道を挟んで両側の移動の円滑化 

・２路線 11 駅それぞれの特性を活かし、利用者ニーズに応じた整備 
 

○鉄道の利便性を高める工夫 

・列車の運行本数の増発、運行時間帯の拡大の働きかけ 

・駅から徒歩圏域にある市街･集落への新たな居住の誘導（利用者の確保） 

 

② バス等公共交通利用の促進 

○安曇野市公共交通の利便性を高める工夫 

・定時定路線の運行形態や料金、運行体制等の定期的な見直し･改善 

・拠点市街間を結ぶ循環軸や、駅からの生活･観光動線等をふまえた定時定路

線の設定検討 

・デマンド交通の継続的な改善（主な利用者となる高齢者増への対応） 
 

○高速バス利用の利便性を高める工夫 

・高速バス利用者の専用駐車場の整備･拡張（安曇野 I.C.周辺等） 

・利用ニーズをふまえた新たな路線設定の働きかけ 

・拠点市街地への高速バスの乗り入れの働きかけ（休日等運行日や本数を限

定して本庁舎や駅等市内の拠点施設からの発着便の設定等） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

応援車両担当エリア 

共通乗合エリア 

大型車両 

小･中型車両 

添付図面修正 

（PDF 添付） 

図 デマンド交通あづみん運行エリア 

 

※資料：安曇野市社会福祉協議会 
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図 公共交通の利便性を高めるための整備検討図 

駅等の交通結節点へ

のアクセス機能の強化

を図るルート 

池田町 

生坂村 

松本市 

（四賀地区） 

筑北村 

松本市 

（梓川地区） 

公共交通機関の乗換え

機能の強化を図るエリア 

松本市 

（市街地） 

松川村 

※
 

※
 

※資料：安曇野市政策経営課
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§§２２．．レレククリリエエーーシショョンン空空間間･･環環境境のの整整備備･･活活用用･･保保全全 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●  多多面面的的機機能能をを有有すするる身身近近なな公公園園･･緑緑地地のの整整備備･･活活用用  

身身近近にに必必要要なな公公園園･･緑緑地地のの計計画画的的なな整整備備をを進進めめるるととととももにに、、多多様様なな主主体体とと

協協働働でで、、既既存存のの公公園園施施設設のの適適切切なな維維持持管管理理ややリリニニュューーアアルルをを図図りり、、多多面面的的機機

能能をを有有すするる身身近近なな公公園園･･緑緑地地のの活活用用とと保保全全をを促促進進ししまますす。。  

 ①  公園･緑地の計画的な整備 

・市街地や集落との近接性、人口規模等をふまえた、必要な規模･機能の公園･

緑地の適正配置（新規整備） 

・歴史的･文化的な遺産の有効活用 

・地域住民のニーズに応じて必要な機能（防災、防犯、遊び場、健康、癒し、

景観形成、生態系保全等）の強化 

・既存施設のバリアフリー化、新たな施設のユニバーサルデザイン化の促進 

 

② 公園施設の適切な維持管理と長寿命化 

・安曇野市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設（遊具や建築物等）の長

寿命化につながる効果的な補修･更新等予防保全対策の実施 

・機能低下がみられる公園施設（遊具や建築物等）の早期補修･適期更新 

 

③ 多様な主体の参画による利活用やリニューアルの促進 

・公園･緑地の美化や植物の維持管理活動への地域内外の住民らの参加促進 

・指定管理者制度の導入等による民間の技術や知識の活用 

●●  いまある良好な自然環境の有効活用と保全 

堰堰やや河河川川のの水水辺辺やや山山麓麓･･山山間間部部のの森森林林等等ののいいままああるる良良好好なな自自然然環環境境をを、、レレ

ククリリエエーーシショョンン空空間間ととししてて有有効効にに活活用用ししつつつつ、、適適切切なな保保全全をを図図りりまますす。。  

 
① 良好な水辺環境の保全･活用 

・堰や河川の水辺と安全に親しむことのできる公園･広場等の整備 

・堰や河川沿いの遊歩道やサイクリング道路の整備 

・カヌーやラフティングの発着施設等水辺レクリエーションの拠点整備 

・多自然型護岸等を用いた周辺環境との調和に配慮した整備の促進 

・堰や河川沿いの緑化等の推進（周辺環境や生態系への配慮） 

・緑の連続性をつくり出す河畔林の保全･適切な維持管理 

 

② 良好な森林環境の保全･活用 

・森林内でレクリエーションを楽しむことができる公園･広場等の整備 

・起伏が緩やかで安全に歩ける散策路の整備 

・里山として利用されてきた森林の荒廃防止 

・まちづくりにおける幅広い用途での市産木材の利用促進 
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図 公園･緑地等レクリエーション空間の整備検討図 

河川レクリエーション

を楽しめる環境として

可能性のある区間 

機能の充実した公園整

備の必要性が高い人口

集積エリア 

※ 

※都市計画基礎調査から把握

した 2,500 ㎡以上の都市公園

以外の公園・緑地 
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●●快快適適でで安安全全なな散散策策ネネッットトワワーーククのの構構築築･･機機能能強強化化  

遊遊歩歩道道ややササイイククリリンンググ道道路路等等、、徒徒歩歩やや自自転転車車でで良良好好なな自自然然環環境境やや景景観観、、各各

地地域域･･地地区区のの歴歴史史やや文文化化をを巡巡りり、、快快適適かかつつ安安全全にに散散策策ででききるるネネッットトワワーーククのの

構構築築とと機機能能強強化化をを図図りりまますす。。  

 ①良好な環境や資源をつなぐ散策動線の設定、見どころの保全･活用･整備 

・明確な位置づけのある既存の散策動線を活かしたコース設定 

 ＜主な既存の散策動線＞ 

・あづみ野やまびこ自転車道（自転車･歩行者専用道路） 

・中部北陸自然歩道（環境省が計画し、県が整備･管理運営する長距離自然歩道） 

・コース上の見どころとなる資源や環境の保全･活用･整備 

 ＜主な見どころとなる資源･環境＞ 

・歴史的･文化的な遺産（旧跡、旧家、屋敷林、寺社仏閣、道祖神、蔵づくりの建

物等が建ち並ぶ旧街道、旧国鉄篠ノ井線の廃線敷跡等） 

・美しい田園風景（北アルプスの眺望、広々とした田園、きれいな水の流れる堰、

湧水池、わさび畑等） 

・山頂（光城山、長峰山等）や良好な森林空間（国営アルプスあづみの公園堀金･

穂高地区、県営烏川渓谷緑地等） 

・鉄道駅や道の駅等の交通結節点とコースの接続と回遊性の確保 

 

②安全かつ快適な散策路の設定及び散策空間の創出 

・既存の道路（交通量の少ない農道、堰や河川沿いの堤防等）の有効活用 

・交通量の多い幹線道路における両側への歩道･自転車道の設置、ゆとりのあ

る幅員の確保 

・幹線道路との交差部における横断歩道や自転車横断帯の設置 

・歩きやすさや色合い等景観的な調和に配慮した舗装材の使用 

・沿道への屋外広告物の設置等に対する一定の規制や形態的な配慮 

・景観上重要な道路沿いの電線･電柱を目立たなくするための配慮（電線の地

中化、道路の裏側への配線、建物の軒下への配線等） 

・周囲の景観や良好な眺望と調和した沿道の並木づくり、もてなしの雰囲気

や賑わいをつくり出す花修景活動（商店街等における花壇づくりやハンギ

ングバスケットの設置等）の促進 

 

③散策路の利便性の向上や利用促進のための施設整備等 

・鉄道駅や道の駅等散策の起終点となる場所における情報提供施設やレンタ

サイクル施設、サイクルステーション等の設置 

・自転車持ち込み可能な列車運行や駅施設整備（JR 大糸線、JR 篠ノ井線の

各駅）の働きかけ 

・コース上で良好な眺望を楽しむことができる休憩施設（トイレやベンチ等）

の設置、要所への駐車場（自動車⇔徒歩･自転車）の整備、既存の公園施設

（トイレ、駐車場等）の活用 

・コースマップの提供やコース上への道標や誘導板の設置、規格やデザイン

の統一化等によるわかりやすい案内･誘導 

・見どころでの解説板（QR コード等対応）の設置 

・パンフレットやホームページ等によるコースの周知 
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観光利用の面から歩道や自転車道の 

重点的な整備が検討される路線候補 

図 遊歩道･サイクリング道路のネットワーク 

国営アルプスあ

づ み の 公 園 大

町･松川地区と

の連携 

自転車・歩行者専用

道から乳川沿いを

松川村方面に抜け

るルート 

観光資源を結ぶ快

適な遊歩道の整備 

自転車・歩行者専用

道と鉄道駅との連

絡ルートの強化 

都市公園 

街区公園 

近隣公園 

地区公園 

総合公園・緑地・国営公園 
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§§３３．．防防災災･･減減災災機機能能のの向向上上とと災災害害対対応応力力のの強強化化 

 

●●  災災害害リリススククにに応応じじたた防防災災･･減減災災対対策策 

地地震震災災害害やや火火災災、、水水害害、、土土砂砂災災害害等等にによよるる大大規規模模災災害害にに対対ししててはは、、防防災災とと

減減災災のの両両面面かからら、、各各種種災災害害ののリリススククにに応応じじてて効効果果的的なな対対策策をを図図りりまますす。。  

 ① 地震災害･火災対策 

○活断層の位置を考慮した対応（必要に応じた建築物や工作物の立地の抑制･

回避、主要施設の機能強化等） 

○拠点市街等建物の密集する市街地における防災機能の強化 

・都市計画法に基づく防火地域･準防火地域の指定、建築基準法第 22 条区域

の指定拡大の検討※
 

※建築基準法第 22 条区域、準防火地域、防火地域の順に、指定区域内の建築物に対してより厳しい

不燃化･耐火性能が義務付けられている。 

・土地区画整理事業等を用いた街区の再編等による狭隘道路の解消 

・延焼防止効果のある街路樹や公園･緑地の整備（地震に伴う火災対応） 

○個々の建築物や施設の耐震性の確保 

・耐震基準を満たさない一般建築物の耐震改修や建替えの促進 

・耐震診断に基づく各種公共施設の耐震改修･建替えの促進 

・ライフライン施設（電気、水道、通信回線等）の耐震化、被災時における

代替機能の確保、共同溝整備の促進 
 

② 水害対策 

・浸水想定区域におけるリスクに応じた対応（建築物や工作物の立地の抑制･

回避、高床の建築物等の奨励等） 

・河川堤防等治水施設の整備促進   ・農地の保水･遊水機能の活用 

・内水氾濫対策の強化（ポンプ場や雨水･浸透施設等の整備促進） 

・地形的に浸水･冠水が懸念される東山山麓篠ノ井線以東の水害対応 

・大雨時の西山山麓斜面の舗装道路における急速な流水対応 
 

③ 土砂災害（土石流･地すべり･がけ崩れ）対策 

・土砂災害特別警戒区域からの建築物の移転促進、土砂災害警戒区域への新

たな建築物や工作物の立地の抑制･回避 

・砂防ダム、山腹工、押さえ盛土、擁壁等砂防施設の整備促進 

 

●●  災災害害リリススククやや対対応応関関連連情情報報のの共共有有とと活活用用  

最最新新のの災災害害リリススクク情情報報やや対対応応関関連連情情報報をを的的確確にに収収集集･･整整理理･･分分析析ししてて広広くく

周周知知しし、、多多様様なな手手段段でで災災害害関関連連情情報報をを活活用用ししてて、、災災害害時時のの適適切切なな行行動動をを促促しし

まますす。。  

  ① 災害リスク情報の収集･分析･活用 

・自然災害監視システム（画像配信･警報）の整備促進、適切な運用 

・地理情報システム等を活用した災害関連情報のデータベースの有効活用 

・各種災害の最新のリスク情報やリスク変化に応じたハザードマップの改定 
 

② 多様な手段による災害時の対応関連情報の周知･共有 

・ハザードマップ等による災害時の避難地･避難施設※や避難経路の周知徹底 

 ※避難地（公共空地等の一時的に避難する場所）や避難施設（一時的に収容･保護する場所） 

・避難地･避難施設や避難経路の誘導案内標識の設置 

・デジタル同報系防災行政無線の周知･活用 

・県防災情報ポータルサイト（ホームページ）の周知･活用 

・災害時対応の隣近所･地域内･地域間での情報と意識の共有 
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図 地震･水害･土砂災害等の重点的な対策検討図 

水害･土砂災害
対策の必要な
篠ノ井線以東 

土砂災害対策の
必要な国道 403
号沿いの集落 

特に災害に対する配慮や対策

が必要な主な市街･集落 

家屋の２階以上も浸水するレベル 

防 災 拠 点 機 能
の 強 化 が 必 要
な密集市街 

治水対策が必要な主な河川 

土砂災害対策
の必要な集落 

防災拠点機能の強化
が必要な密集市街 

水 害 ･ 土 砂 災
害対策の必要
な西山山麓 

黒沢川 

万水川 

梓 川 

烏 川 

高瀬川 

穂高川 

乳 川 

中房川 

犀 川 

家屋の床上が浸水するレベル 

※建築基準法第 22 条により指定した区域で、

建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を

持たせることを義務付け、市街地の建築物の

火災による延焼等の防止を図る区域です。 

資料：安曇野市防災マップ 

   （令和２年３月改定） 
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●●  災災害害後後のの対対応応力力のの強強化化  

災災害害発発生生時時のの避避難難行行動動、、被被災災後後のの復復旧旧･･復復興興のの活活動動等等、、各各段段階階でで必必要要なな施施

設設のの整整備備やや機機能能向向上上をを図図りり、、災災害害対対応応力力をを強強化化ししまますす。。  

 
① 避難場所の適正な配置･必要な規模の確保 

・災害リスクや市街地･集落の規模･分布状況等をふまえた避難場所の確保 

・復旧･復興拠点として機能する公園･広場、緊急時に利用可能な臨時ヘリポ

ートの確保（拠点市街からのアクセスや全市的な配置バランスを考慮） 

・避難地のきめ細かな指定（一次避難地、広域避難地の区分） 

・既存のオープンスペース（河川敷等）の有効活用 

・有効避難面積（2 ㎡/人）や歩行避難距離（2km 以内）等をふまえた広域

避難地（防災公園等）の整備検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 避難施設の機能の強化 

・災害時に拠点として機能を有する本庁舎と各支所との相互補完･機能連携 

・最低限必要とされる避難収容規模の確保 

・主要施設の耐震改修･建替えの対応 

・老朽化している避難施設の更新、代替施設の確保 

 

③ 物資の輸送や人々の往来等交通機能の強化 

○緊急輸送路のルート設定の見直し･新設の必要性の検討（緊急輸送路を補

完･代替するルートの設定） 

・基幹軸（循環軸･南北軸･東西軸）をふまえた設定 

・各地域の拠点市街や災害後の活動拠点となる避難場所とヘリポートを連絡

するルートの設定 

・東西を円滑に移動できるルートの設定 

・右左折や鉄道との平面交差の回避 

 

○緊急輸送路として十分な機能を確保するための整備促進 

・必要に応じた道路の拡幅、橋梁部の耐震化、鉄道との立体交差化 

・沿道の緑化、沿道建築物の耐震化･不燃化促進 

・密集市街地における電線や通信線の地中化検討 
 

図 防災公園の配置の考え方 

広域避難地 

避難困難区域→防災公園の整備効果が特に期待される区域 

2km 2km 

市街地 

※資料：UR 都市機構ホームページ 

※広域避難地となる防災公園の配置では、歩行避難距離が 2km を超える場合や、

１人当たりの有効避難面積が 2 ㎡未満である地域等において、特に整備が必要と

される（一次避難地の場合は歩行距離が 500ｍ以内となる）。 

広域避難地の有効

避難面積が 2 ㎡/人

未満の区域 

広域避難地までの 

歩行避難距離が 2km

以上の区域 
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図 災害後の避難･復旧等に必要な施設の整備検討図 

いずれかの踏切
において鉄道と
の立体交差化が
必要なエリア 

ヘリポートの必要
性が高いエリア 

緊急輸送路の機能を補完･代替する路線 

資料：安曇野市地域防災計画 

   （令和元年度修正版） 
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§§４４．．そそのの他他暮暮ららししをを支支ええるる生生活活基基盤盤のの確確保保 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

●●  上上下下水水道道施施設設のの計計画画的的整整備備･･適適正正なな維維持持管管理理  

  水水道道ビビジジョョンン及及びび下下水水道道事事業業経経営営戦戦略略にに沿沿っってて、、必必要要なな上上下下水水道道施施設設のの整整

備備をを計計画画的的にに進進めめるるととととももにに、、既既存存施施設設のの適適切切なな維維持持管管理理をを図図りりまますす。。  

ままたた、、将将来来のの人人口口動動態態ををふふままええななががらら、、ダダウウンンササイイジジンンググ※※１１のの検検討討もも進進めめ

てていいききまますす。。  

 ① 上水道施設 

・送水施設･配水施設の適切な維持管理による上水の安定供給 

・既設管や給水拠点配水池の耐震化、老朽管の布設替えの実施 

・定期検査による安全な水質の保持（安全･安心な水の供給） 

 

② 下水道施設 

・ストックマネジメント※２による計画的な施設の整備 

・既設下水道の利用の普及促進 

・維持管理による適切な汚水処理の継続 

・下水汚泥のリサイクルの促進 

 

●●  そそのの他他公公共共公公益益施施設設のの整整備備･･既既存存施施設設のの有有効効活活用用  

各各分分野野のの具具体体計計画画にに沿沿っってて、、行行政政ササーービビススのの質質をを高高めめるるたためめにに必必要要なな公公共共

公公益益施施設設のの適適正正なな場場所所へへのの整整備備をを図図るるととととももにに、、既既存存施施設設のの機機能能をを最最大大限限にに

活活かかしし、、施施設設のの長長寿寿命命化化をを図図りりななががらら、、有有効効活活用用をを推推進進ししてていいききまますす。。  

 ① ごみ焼却場や汚物処理場等その他の都市施設の適正運用と都市施設の見直し 

・新ごみ処理施設の適正運用と焼却熱の有効活用 

・将来の人口動態等をふまえた、適正規模への施設改修に向けた対応 

・一般廃棄物の最終処分について、穂高広域施設組合と連携して検討 

 

② その他の施設 

・穂高交流学習センター（みらい）、豊科交流学習センター（きぼう）、三郷交流

学習センター（ゆりのき）、明科子どもと大人の交流学習施設（ひまわり）の

市民活動の拠点としての活用促進 

・福祉計画に基づく保育所等の福祉施設その他計画に基づいて設置する各種施設

の適正な場所への立地誘導（土地利用計画との整合） 

 

※１ ダウンサイジングとは、管路の口径を小さくしたり、施設の統廃合を行うことをいいます。 

※２ ストックマネジメントとは、上水道や下水道等様々なインフラ整備事業の役割をふまえ、持続可能な

事業の実施を図るため、明確な目標を定めて、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な

施設の状態を予測しながら、各施設を計画的かつ効率的に管理することをいいます。 
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４４..３３  全全体体構構想想  

44..33..11  エエリリアア別別ののままちちづづくくりりのの方方針針整整理理

§１．市街地エリアの方針 

５地域にそれぞれある市街地エリアは、既存の良好な住環境を保持し

ながら、新たな住宅や店舗、工場等多様な用途を計画的かつ優先的に受

け入れることによって都市機能の集積を図るとともに、各市街地内の核

となる場所や軸となる道路周辺の再整備を促し、各地域の歴史･文化、

低未利用地等を活かして、段階的に市街地の整備を図ります。 

４.１に示した土地利用計画をふまえて、市内を以下３つのエリアに分けて

まちづくりの方針を整理します。 

 

§２．田園環境エリアの方針 

大小の集落と農地が広がる田園環境エリアは、本市の発展の礎となる

営農環境や田園風景と調和した暮らしの維持･継承を図ります。そのた

めに、以下の方針に沿って、都市的土地利用の適正化を図ります。 

＜大規模な集落における居住地形成＞ 

比較的規模の大きな集落は、範囲を定めて、その内側に住宅や生活

利便施設等を集約して、利便性の高い居住地形成を図るとともに、外

側にある農地への無秩序な宅地の拡散を防ぎます。 

＜まとまった集落付近への住宅等の立地の限定化＞ 

大規模な集落以外では、一定のまとまりを有する集落の縁辺部に限

定して、宅地化を認め、既存のコミュニティの維持･継承を図ります。 

＜既存の都市基盤や地域資源を有効活用した産業誘導＞ 

一定の都市基盤が整った既存の産業集積地を新たな産業の集約･拡

張の核としたうえで、良好な住環境や営農環境、自然環境、景観等に

十分配慮して、エリア内の資源や環境を活かして産業基盤の形成を図

ります。 

§３．森林環境エリアの方針 
山麓･山間部や山岳に広がる森林環境エリアは、林地を主とした自然

的土地利用の保全を図るとともに、点在する観光資源の有機的な連携･

活用により、自然と親しむ空間として一体的な魅力形成を図ります。 

①西山山麓エリア 

比較的傾斜の緩やかな西山山麓エリアは、森林や温泉等の資源を活

かし、面的な観光･保養の場として、その魅力を享受する人々を受け

入れながら、森林空間の保全･活用を図ります。 

②東山山麓･山間部エリア 

比較的急な斜面の広がる東山山麓･山間部エリアは、土砂災害に十

分配慮するなかで、この環境に調和した既存の暮らしを維持するとと

もに、森林環境の保全･活用、荒廃地の森林回復を図ります。 

③山岳エリア 

常念岳や有明山に代表される北アルプスの峰々に通じる山岳エリ

アは、観光利用を考慮しながら、高質な自然環境の保全を図ります。 

§
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れ
た
堰
等
の
水
路
を
軸
と
し
た
水
辺
空
間
は
、 

水
害
等
に
配
慮
し
、
本
来
の
機
能
保
持
を
図
る
と
と
も
に
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
自
然
に
親
し
む
空
間
と
し
て
有
効
活
用
を
図
り 

ま
す
。
と
く
に
三
川
合
流
部
を
中
心
と
し
た
エ
リ
ア
は
安
曇
野
の
水
文
化
の
核
と
し
て
保
全･

継
承
し
て
い
き
ま
す
。 
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日常サービス施設誘導区域 
（都市機能誘導区域･居住誘導区域） 

 

 

 

 
※工場等が集積する区域を除く 

生活拠点区域 
（都市機能誘導区域･居住誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 
 

生活拠点区域 
（都市機能誘導区域･居住誘導区域） 

 

 
※工場等が集積する区域を除く 

  

 

市街地エリア 拠点市街区域 

豊科拠点市街 

穂高拠点市街 

三郷拠点市街 

堀金拠点市街 

明科拠点市街 

 

準拠点市街区域 

田沢･光地区 

安曇野 I.C.地区 

たつみ原地区 

穂高烏川地区 

田園居住区域 

柏原地区 

下堀地区 

中萱・上鳥羽・ 

下鳥羽・真々部地区 

上長尾・下長尾・ 

二木地区 

田園環境区域 

山麓保養区域 

森林環境区域 

田園環境エリア 

森林環境エリア 

拠点施設誘導区域 
（都市機能誘導区域） 

安曇野市 

都市計画マスタープラン 

安曇野市土地利用基本計画 
（1-3 ページ図参照） 

 

安曇野市立地適正化計画 
（1-4 ページ図参照） 

 

注）エリアと区域の対応関係は完全に一致するものではありません。 

図 安曇野市の土地利用に関する主な計画のエリア･区域の関係性 
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〔〔田田園園集集落落基基幹幹軸軸〕〕  
  

●●軸軸ととななるる交交通通幹幹線線  

広域農道 
 

●●都都市市機機能能のの展展開開のの方方向向性性  

沿道各所にまとまって存在する拠

点市街や大規模な集落への都市機

能の集積を高め、良好な眺望を有

する沿道に都市的土地利用が軸状

に広がっていくような無秩序な開

発の拡散を抑制します。 

柏原地区 

住宅系用途 

 

〔〔市市街街地地基基幹幹軸軸〕〕  
  

●●軸軸ととななるる交交通通幹幹線線  

国道 147 号、JR 大糸線 
 

●●都都市市機機能能のの展展開開のの方方向向性性    

幹線道路を骨格に、烏川以南は

各市街地間の連続性を強め、各

種公共施設、商業施設、総合病

院等の生活利便施設、事業所、

住宅等が集積する市街地として

一体性を高めていきます。 

中萱・上鳥羽・下鳥羽 

・真々部地区 

住宅系用途 

 

下堀地区   

住宅系用途 
 

〔〔東東山山山山麓麓･･山山間間基基幹幹軸軸〕〕  
  

●●軸軸ととななるる交交通通幹幹線線  

国道 19 号、JR 篠ノ井線 
 

●●都都市市機機能能のの展展開開のの方方向向性性  

地形的な制約により、森林環境

と田園環境の間に軸状に展開し

てきた沿道の都市的土地利用を

継続し、市街地としての一体性

を高めていきます。  

田沢・光地区 

住宅系用途 

〔〔広広域域交交通通基基幹幹軸軸〕〕  
  

●●軸軸ととななるる交交通通幹幹線線  

長野自動車道、松本糸魚川連絡

道路（整備予定）  
  

●●都都市市機機能能のの展展開開のの方方向向性性  

沿道の良好な眺望を保全しつ

つ、広域と繋がる高速交通網へ

の接続性を活かし、交通･物流

機能の強化を図ります。 
 

〔〔西西山山山山麓麓基基幹幹軸軸〕〕  
  

●●軸軸ととななるる交交通通幹幹線線  

山麓線 
  

●●都都市市機機能能のの展展開開のの方方向向性性  

良好な森林環境を保全しつつ、穂

高の西山山麓一帯、室山一帯をそ

れぞれ観光･保養･レクリエーショ

ン機能をもつ空間的なまとまりと

して、そのなかにある観光資源の

連携を強め、一体性を高めます。 

  

 
 

青木花見･島新田産業団地 

工業系用途 

豊科拠点市街（本庁舎） 

住宅系用途 

商業系用途 

工業系用途 

 

 

 

穂高烏川地区 

工業系用途 

 

穂高西山山麓一帯 

 住宅系用途（別荘） 

 飲食店舗 

 自然体験型観光施設 

 

 

 

 

 

 

 

公園施設 

 

 温泉宿泊施設 

 

 

 

 

東山一帯 

 

住宅系用途 

自然体験型 

観光施設 

室山一帯 

温泉宿泊施設 

公園施設 

三田工業団地 

工業系用途 

44..33..22  都都市市機機能能のの関関係係性性とと方方向向性性のの整整理理 

三郷拠点市街 

住宅系用途 

明科拠点市街 

住宅系用途 

商業系用途 

工業系用途 

 

明科工場団地 

工業系用途 

黒沢工業団地 

工業系用途 

たつみ原地区 

工業系用途 

住宅系用途 

広域農道沿道 

 商業系用途 

堀金拠点市街     

住宅系用途 

商業系用途 

烏川工業団地 

工業系用途 

  

  

機能的な連携･補完 
４.２に示した都市施設整備計画と前項のエリア別の方針をふまえて、都市機能の空間的な核となる市街地や産業集積地の

機能的なつながりや強化の方向性、同じく基軸となる５つの南北基幹軸の都市機能の展開の方向性を概念的に整理します。 

あづみ野産業団地 
（梓川スマート I.C.周辺） 

工業系用途 

安曇野 I.C.周辺 

商業系用途 

工業系用途 

三川 

合流部 

  

  

 
市街地 

 
産業集積地 森林活用空間 

水辺空間の繋がり 
田園環境 森林環境 

  

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

犀
川 

高
瀬
川 

梓
川 

乳
川 

中房川 

穂高川 烏川 

黒沢川 

拾ヶ堰 

安
曇
野
排
水
路 

万水川 

拾
ヶ
堰 

循環軸として 

の機能強化 
循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

広域農道沿道 商業系用途 

 

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 

上長尾･下長尾・

二木地区 

住宅系用途 

 

穂高拠点市街 

住宅系用途 

商業系用途 

工業系用途 

 

 

 
大規模な集落 

循環軸として 

の機能強化 

循環軸として 

の機能強化 
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都市機能の集積･拡張を図り、将来的

に市街地を形成するゾーン 

河川や湧水がつくり出す水辺空間の 

有効活用を図り、安曇野の水文化 

の拠点として育てるゾーン 

工場等の集積･拡張を図り、産業 

立地の核とするゾーン 

 

山麓の良好な森林空間や温泉等の資

源を活かし、観光･保養空間として 

の質を高めるゾーン 

山林の保全及び散在する観光資源の

有効活用を図るゾーン 

北アルプスに通じる山岳地帯の自然 

環境の保全を図るゾーン 

良好な営農環境や田園に調和した 

集落の維持･継承を図るゾーン 

集積する観光資源の相互の連携に 

より、一体的な魅力形成を図るゾーン 

図 20 年後を見据えたまちづくり構想図 

利用者ニーズに応じて整備

の充実を図る観光･レクリエー

ションの拠点 

市全体の行政サービスの中

核となる本庁舎 

交通の結節点としての機能

強化を図る駅または高速道

路 I.C. 

市内交通の南北の骨格として機能強化を図る

路線（南北軸） 

 

市内交通の東西の骨格として機能強化または

新規整備を図る路線（東西軸） 

 

本庁舎を中心に、東西南北の路線を介して、 

５つの拠点市街をつなぎ、市全体の都市機能 

の補完･連携を図る路線（循環軸） 

 

広域交通の基幹軸として有効活用する路線 

 

観光･レクリエーション拠点をつなぎ、歩行者や 

自転車が安全･便利で、美しい景観を満喫 

できる路線（回遊軸） 

 

44
.. 33

.. 33
  

まま
ちち

づづ
くく

りり
構構

想想
図図

 

こ
れ

ま
で

の
整

理
を

ふ
ま

え
、

2
0

年
後

を
見

据
え

て
、

ま
ち

づ
く

り
の

目
標

像
と

な
る

全
体

構
想

を
図

示
し

ま
す

。
 

 

主として住宅系用途を誘導する区域 

主として商業系用途を誘導する区域 

主として工業系用途を誘導する区域 

 

「地域高規格道路」として新規整備が予定され

ている路線（南北軸） 

 

各地域の行政サービスの核と

なる支所 


